
○ 鹿児島県監査委員事務局規程（案）
昭和６１年３月７日

監査委員告示第１号

第１章 総 則

（趣 旨）

第１条 この規程は，鹿児島県監査委員事務局（以下「事務局」という。）の組織及

び運営等に関し，必要な事項を定めるものとする。

第２章 組 織

（組 織）

第２条 事務局に次の表の左欄に掲げる課を置き，課の事務を分掌させるため，それ

ぞれ同表の右欄に掲げる係及び班を置く。

課 名 係 又 は 班 の 名 称

監査第一課 総務係 監査第一班 監査第二班 特別監査班

監査第二課 監査第三班 監査第四班 監査第五班

（監査第一課の分掌事務）

第３条 監査第一課の分掌事務は，次のとおりとする。

 監査委員の庶務事務に関すること。

 監査委員の協議に関すること。

 事務局の組織及び事務局職員の定数に関すること。

 事務局職員の任免，分限，懲戒その他人事に関すること。

 事務局職員の給与及び勤務条件に関すること。

 事務局職員の服務に関すること。

 事務局職員の研修及び福利厚生に関すること。

 諸規程の制定又は改廃に関すること。

 公印の保管及び取扱いに関すること。

 文書及び物件の収受，発送，編集，保管及び廃棄に関すること。

 予算，決算及び会計に関すること。

 監査委員室，事務局室及び事務局会議室の管理に関すること。

 物品の出納及び保管に関すること。

 監査の実施基準に関すること。

 監査，検査及び審査の企画及び調整に関すること。

 定期監査の実施計画の策定及び事前通知に関すること。

 行政監査の実施計画の策定及び事前通知に関すること。

 住民監査請求に係る監査（外部監査によるものを含む。)の調整に関すること。

 総務部（男女共同参画局に限る。），くらし保健福祉部，出納局，危機管理防

災局，国体・全国障害者スポーツ大会局，県立病院局，工業用水道部及び警察本

部（警察学校及び警察署を含む。）の監査，検査及び決算審査に関すること。

 前号に掲げる部等に係る財政的援助団体等の監査，住民監査請求に係る監査及

び行政監査に関すること。

 定期監査に係る重点監査科目に関すること。

 公営企業の決算審査に関すること。

 資金不足比率審査に関すること。

 公営企業に係る例月現金出納検査及び指定金融機関等監査に関すること。
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 外部監査に関すること。

 監査事務の調査研究に関すること。

 職員の賠償責任に関する監査に関すること。

 他課の所管に属しないこと。

（監査第二課の分掌事務）

第４条 監査第二課の分掌事務は，次のとおりとする。

 財政的援助団体等監査の実施計画の策定及び事前通知に関すること。

 総務部（男女共同参画局を除く。），総合政策部，観光・文化スポーツ部，環

境林務部，商工労働水産部，農政部，土木部，議会事務局，教育庁（教育機関を

含む。），人事委員会事務局，労働委員会事務局及び監査委員事務局の監査，検

査及び決算審査に関すること。

 前号に掲げる部等に係る財政的援助団体等の監査，住民監査請求に係る監査及

び行政監査に関すること。

 普通会計の決算審査の調整に関すること。

 健全化判断比率審査に関すること。

 普通会計に係る例月現金出納検査及び指定金融機関等監査に関すること。

 基金運用状況審査に関すること。

 内部統制評価報告書審査に関すること。

 監査及び検査の結果に基づく報告，通知及び公表並びに意見の提出に関するこ

と。

（分掌事務の特例）

第５条 事務局長（以下「局長」という。）は，必要と認めるときは，前２条の規定

にかかわらず，課の分掌事務を定めることができる。

第３章 職 制

（職員の職）

第６条 事務局に，局長のほか，次の表の左欄に掲げる書記の職を必要な課に置き，

その職務は，同表の右欄に掲げるとおりとする。

職 職 務

次 長 上司の命を受け，局長を補佐する。

課 長 上司の命を受け，課の事務を掌理する。

特別監査監 上司の命を受け，行政監査，包括外部監査及び住民監査請求等に

関する事務を掌理する。

参 事 上司の命を受け，下命の事務を処理する。

課 長 補 佐 上司の命を受け，課長を補佐するとともに，監査等に関する事務

の総合調整を行なう。

監 査 主 幹 上司の命を受け，監査等に関する事務の調整を行う。

主 幹 上司の命を受け，監査等に関する事務を処理する。

係 長 上司の命を受け，係の事務を処理する。

参 事 付 上司の命を受け，監査等に関する事務を処理する。

監査専門員 上司の命を受け，監査等に関する事務を処理する。

専 門 員 上司の命を受け，係の事務又は監査等に関する事務を処理する。

主 査 上司の命を受け，係の事務又は監査等に関する事務を処理する。

主 事 上司の命を受け，係の事務又は監査等に関する事務に従事する。

２ 前項に規定する職（次長，特別監査監，参事，主査及び主事を除く。）について
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は，当該職の置かれた課及び係の名称を冠したものをもって当該職の名称とする。

第４章 事務の決裁

（局長の専決事項）

第７条 局長の専決事項は，次のとおりとする。

(1) 監査の実施計画の調整に関すること。

(2) 監査調書の調整に関すること。

(3) 監査の結果の事後処理等に関すること。

(4) 鹿児島県事務処理規則（平成５年鹿児島県規則第１６号。以下「事務処理規

則」という。）別表第１の規定により部長の専決事項として定められたこと。

(5) 監査委員の協議により決定された事項の具体的執行に関すること。

（課長の専決事項）

第８条 課長の共通専決事項は，次のとおりとする。ただし，次項に定めるものは除

く。

(1) 事務処理規則別表第１の規定により課長の専決事項として定められたこと。

(2) 監査に関する資料の収集及び保管に関すること。

(3) その他所掌する事務のうち，軽易な事項の処理に関すること。

２ 監査第一課長の専決事項は，次のとおりとする。

(1) 事務局職員の人事，給与等に関する事務のうち，次に掲げる事項に関すること。

ア 人事，給与又は福利厚生に関する内申，通知，照会，回答等

イ 療養補償費その他災害補償費の支給

ウ 休業補償又は障害補償の支給の例外についての行政官庁の認定に係る申請

エ 職員の公務災害に係る損害賠償額の支払いの請求

(2) 事務局職員（局長，次長，課長，特別監査監及び参事を除く。）の旅行命令等

に関すること。

（課長補佐の専決事項）

第９条 課長補佐の専決事項は，事務処理規則別表第１の規定により課長補佐の専決

事項と定める事務とする。

（監査第一課総務係長の専決事項）

第10条 監査第一課総務係長の専決事項は，事務処理規則別表第１の規定により係長

の専決事項と定める事務とする。

（委任事務の専決）

第11条 鹿児島県会計規則（昭和６２年鹿児島県規則第３０号）第３条の規定により

局長が知事から委任を受けた事務については，監査第一課長，監査第一課長補佐及

び監査第一課総務係長においても専決することができる。この場合において，それ

らの者の専決事項については，事務処理規則の規定を準用する。

（不在代決）

第12条 局長が不在のときは，次に掲げる順位の者が，その事務を代決することがで

きる。

(1) 第１位代決者 次長

(2) 第２位代決者 主務課長

(3) 第３位代決者 課長補佐

２ 課長が不在の時は課長補佐がその事務を代決することができる。

（補助執行）

第13条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の７の規定により，知事

の補助機関たる職員である総務部総務事務センター長に補助執行させ，及び専決さ
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せる事項は，次のとおりとする。

(1) 扶養親族の認定に関すること。

(2) 単身赴任手当の確認及び決定に関すること。

(3) 住居手当の確認及び決定に関すること。

(4) 通勤手当の確認及び決定に関すること。

(5) 児童手当及び子ども手当の認定に関すること。

(6) 庶務事務システム（職員等の服務，給与，福利厚生，旅費等に関する事務を処

理する電子情報処理組織をいう。以下同じ。）により処理する非常勤職員の所得税

の手続に関すること。

(7) 庶務事務システムにより処理する非常勤職員の住民税の手続に関すること。

(8) 非常勤職員の費用弁償（通勤費用相当額）の確認及び決定に関すること。

２ 前項の規定にかかわらず，同項第１号から第５号まで及び第８号に掲げる事項で，

その内容が軽易なものについては，総務部総務事務センター給与事務係長に補助執行

させ，及び専決させる。

（補 則）

第14条 事務の決裁に関し，この章に定めのない事項については，事務処理規則の例

による。

第５章 文書処理等

（文書等の取扱い）

第15条 文書の作成，収受等及び公文書の整理，保存等については，鹿児島県公文書

管理規程（令和６年鹿児島県訓令第○号）の例による。

２ 前項の規程によりその例による場合の鹿児島県公文書管理規程第３条第１項の総

括文書管理者は局長をもって充て，鹿児島県公文書管理規程第５条第１項の文書管

理者は，監査第一課長をもって充てる。

３ 第１項の規定によりその例による場合の鹿児島県公文書管理規程第18条第１項第

１号の決裁区分の表示は，次のとおりとする。

(1) 監査委員の決裁を要するもの「甲」

(2) 代表監査委員限りで処理するもの「乙」

(3) 局長限りで処理するもの「丙」

(4) 課長限りで処理するもの「丁」

(5) 課長補佐限りで処理するもの「丁2」

(6) 係長限りで処理するもの「丁3」

４ 第１項の規定によりその例による場合の鹿児島県公文書管理規程第28条第１項第

２号の記号は「監査」とする。

（服務及び倫理の保持）

第16条 事務局職員の服務については，鹿児島県職員服務規程（昭和３５年鹿児島県

訓令第２５号）の例による。

２ 事務局職員の職務に係る倫理の保持については，鹿児島県職員倫理規程（平成

１９年鹿児島県訓令第１０号）の例による。

（会計年度任用職員の勤務時間，休暇等，給与，服務及び倫理の保持）

第16条の２ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第22条の２第１項に規定す

る会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）の勤務時間，休暇等に

ついては，鹿児島県非常勤職員の勤務時間，休暇等の基準に関する規則（令和２年

鹿児島県規則第３８号）の例による。
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２ 会計年度任用職員の給与については，鹿児島県会計年度任用職員の給与等に関す

る規則（令和２年鹿児島県規則第３７号）の例による。

３ 会計年度任用職員の服務については，鹿児島県職員服務規程（昭和３５年鹿児島

県訓令第２５号）の例による。

４ 会計年度任用職員の職務に係る倫理の保持については，鹿児島県職員倫理規程

（平成１９年鹿児島県訓令第１０号）の例による。

（ハラスメントの防止等）

第16条の３ セクシュアル・ハラスメントの防止等については，鹿児島県職員セクシ

ュアル・ハラスメントの防止等に関する規程（令和２年鹿児県訓令第９号）の例に

よる。

２ 妊娠，出産，育児又は介護に関するハラスメントの防止等については，鹿児島県

職員の妊娠，出産，育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する規程（令

和２年鹿児島県訓令第10号）の例による。

３ パワー・ハラスメントの防止等については，鹿児島県職員のパワー・ハラスメン

トの防止等に関する規程（令和２年鹿児島県訓令11号）の例による。

第６章 雑 則

（その他）

第17条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は，局長が別に定める。

附 則

１ この規程は，昭和６１年４月１日から施行する。

２ 鹿児島県監査委員事務局規程（昭和３９年監査委員告示第３号）は，廃止する。

附 則（平成５年３月３１日監査委員告示第１号）

この規程は，平成５年４月１日から施行する。

附 則（平成６年３月１４日監査委員告示第２号）

この規程は，平成６年４月１日から施行する。

附 則（平成８年３月２９日監査委員告示第１号）

この規程は，平成８年４月１日から施行する。

附 則（平成９年３月３１日監査委員告示第１号）

この規程は，平成９年４月１日から施行する。

附 則（平成１０年３月３０日監査委員告示第１号）

この規程は，平成１０年４月１日から施行する。

附 則（平成１２年３月２８日監査委員告示第２号）

この規程は，平成１２年４月１日から施行する。

附 則（平成１３年３月３０日監査委員告示第２号）

この規程は，平成１３年４月１日から施行する。

附 則（平成１４年３月２９日監査委員告示第１号）

１ この規程は，平成１４年４月１日から施行する。

２ 改正後の鹿児島県監査委員事務局規程の規定にかかわらず，平成１３年度の予算

に係る会計に関する事務については，改正前の鹿児島県監査委員事務局規程の規定

は，当該年度の出納整理期間中に限り，なおその効力を有する。

附 則（平成１６年３月３０日監査委員告示第１号）

この規程は，平成１６年４月１日から施行する。

附 則（平成１６年１２月２４日監査委員告示第３号）

この規程は，平成１７年１月１日から施行する。
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附 則（平成１８年３月３１日監査委員告示第１号）

この規程は，平成１８年４月１日から施行する。

附 則（平成１９年３月３０日監査委員告示第１号）

この規程は，平成１９年４月１日から施行する。

附 則（平成１９年６月２９日監査委員告示第２号）

この規程は，平成１９年７月１日から施行する。

附 則（平成２０年３月２８日監査委員告示第２号）

この規程は，平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平成２１年３月３１日監査委員告示第１号）

この規程は，平成２１年４月１日から施行する。

附 則（平成２２年３月３０日監査委員告示第１号）

この規程は，平成２２年４月１日から施行する。

附 則（平成２２年６月１１日監査委員告示第３号）

この規程は，平成２２年６月１１日から施行し，改正後の鹿児島県監査委員事務局

規程は，平成２２年４月１日から適用する。

附 則（平成２３年３月２９日監査委員告示第１号）

この規程は，平成２３年４月１日から施行する。

附 則（平成２８年７月１２日監査委員告示第２号）

この規程は，平成２８年７月１２日から施行する。

附 則（平成２９年３月３１日監査委員告示第１号）

この規程は，平成２９年４月１日から施行する。

附 則（平成３０年３月３０日監査委員告示第１号）

この規程は，平成３０年４月１日から施行する。

附 則（平成３１年３月２９日監査委員告示第１号）

この規程は，平成３１年４月１日から施行する。

附 則（令和２年３月３１日監査委員告示第３号）

この規程は，令和２年４月１日から施行する。

附 則（令和３年３月３０日監査委員告示第１号）

この規程は，令和３年４月１日から施行する。
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